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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－３１ 無線通信機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６１０ 一 無線通信機 

Ｈ３－６１１ 一 無線通信用送信機 

Ｈ３－６１２ 一 無線通信用受信機 

Ｈ３－６１３ 一 車載用無線通信機等 

Ｈ３－６１４ 一 携帯用無線通信機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－４３ 無線通信機用送受信機 

Ｈ７－４２ 電話機用子機 

Ｅ１－６４２ トランシーバーおもちゃ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

トランシーバー 無線通信機 携帯用無線通信機 

介護用無線通信機 防災用無線通信機  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 電磁波による信号を送受信することによって、移動しながら、相互に信号を交換するはたらきをもつものの

うち、送信、受信若しくは両方の働きをもつもの。 

 主として、ボックス型以外の形状で、双方向の通信ができる無線通信機。 

Ｄタームを付与しないもの 

Ａ：トランシーバー型 

登録 01133756 

携帯用無線通信機 

登録 1131844 

介護用無線送信機 

登録 01156121 

防災用無線通信機 

登録 01133875 

携帯用無線通信機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■他の無線通信機器との関係■ 

・ボックス型、車載用の無線通信機はＨ６－４３（無線通信機用送受信機）へ。 

・車載用ＥＴＣ受信機（高速道路料金自動システム送受信機）は 

  Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ 

・防災用無線通信機のうち、各家庭に設置し、災害時に罹災状況等を 

  受信する防災用無線放送受信機は、Ｈ７－２１１（ラジオ受信機）へ。 

・電話網を利用して会話を主目的とするもの、 

  電話回線に接続するものはＨ７－４代（電話機）へ。 

 

■カーナビゲーション機器本体はここに含まず、以下の分類へ■ 

・携帯型ＧＰＳや、表示機・記録機を有さない方向探知器は、Ｈ７－３２へ。 

・カード型ＧＰＳ（ＰＣ等に挿入するもの）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ。 

・ ＣＤ、ＤＶＤ等記録機部のみは、Ｈ６－５３（ディスク挿入式記録機）へ。  

・ 表示機及びＤＶＤ再生機付き、表示機のみ（記録機内蔵型含む）は、Ｈ７－６２４代（データ表示機）

へ。 

・情報端末機にＧＰＳ機能がついたものは、Ｈ７－７２０～７２５（表示機付き電子計算機等）へ。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ６－４３ 登録 1108404  
 無線通信用受信機 

 


